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役場庁舎などの窓口の受付時間短縮のお知らせ役場庁舎などの窓口の受付時間短縮のお知らせ
　職員の労務管理の適正化を図り、業務改善や住民サービスの向上に資するよう努めていくため、役場
庁舎などの窓口の受付時間を試行的に短縮しますので、ご理解とご協力をお願いします。

●対象施設・変更時間
　役場庁舎、保健福祉センター（健康福祉課のほか、社会福祉協議会を含む）
　　（変更前）午前８時 30 分～午後５時 15 分
　　（変更後）午前９時～午後４時 45 分
　※�火曜日は従来通り午後７時まで、役場１階住民税務課の窓口を延長します（住民票の写し、戸籍証明

書、印鑑登録証明書、個人の納税、所得証明書の交付、マイナンバーカードの申請・交付・更新手続き
のみ）。

●試行運用期間　　１月５日（月）～３月 31 日（火）

●その他
　・�庁舎正面および産業振興課事務室出入口、保健福祉センター出入口の開閉も上記時間の通り変更と

なります。なお、庁舎南側および西側の出入口は従来通り時間外でも開いています。
　・�職員の勤務時間は変更ありません。電話は、午前８時 30 分から午後５時 15 分まで直通で担当課に

つながります。
　・対象以外の施設（中央公民館などの社会教育施設）の開館時間（午前９時）は変更ありません。
　・�マイナンバーカードを利用して住民票の写しや印鑑登録証明書などを全国のコンビニで取得できま

す。役場窓口で発行するよりも交付手数料がお得になっていますので、ぜひご利用ください。また、
町税などについても、納付書に記載された期間内であれば、コンビニで納付できます。

　・試行運用における利用者への影響などを踏まえて本格運用を判断していきます。

※お問い合わせ先　総務広報課庶務広報 G　☎６６２－２１１１

詳細はこちら
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　町では、令和３年３月に策定した「第６次中山町総合発展計画」に基づき、現在、今後５年間のまちづくり
の方向性を定める「第６次中山町総合発展計画後期５か年基本計画」と「第３期中山町まち・ひと・しごと
創生総合戦略」の策定に取り組んでいます。
　これらの計画は、まちづくりのすべての分野を対象とした総合的な計画として最も上位に位置付けら
れるものであり、町を取り巻くさまざまな課題に対応し、将来にわたって持続可能で魅力ある中山町を
築いていくための大切な指針です。
　これまで住民アンケート、ワークショップなどを実施するとともに、中山町政策推進会議において審議
をいただきながら策定を進め、第６次中山町総合発展計画後期５か年基本計画（素案）・第３期中山町
まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）を作成しました。
　ついては、これらの計画案に対する町民の皆さんからの意見を募集します。
　いただいた意見などにより、必要な見直しを行うとともに、令和８年３月の策定に向けた取り組みを
進めていきます。
　なお、このパブリック・コメントは、中山町パブリック・コメント手続実施要綱に基づき行うものです。

●計画案の名称　�第６次中山町総合発展計画後期５か年基本計画（素案）・第３期中山町まち・ひと・しごと
創生総合戦略（素案）

●期　　　　間　１月５日（月）～２月２日（月）
●閲 覧 方 法　１. 町公式ホームページへの掲載
　　　　　　　　２. 各施設での配布
　　　　　　　　　◦役場１階総合窓口　◦中央公民館窓口
　　　　　　　　　◦町立図書館ほんわ館　◦保健福祉センター窓口　◦なかやま保育園　・総合体育館
●応 募 資 格　下記の①～④のいずれかに該当する方
　　　　　　　　　①町内に住所がある方
　　　　　　　　　②町内に事業所（事務所を含む）を持つ方や法人、団体
　　　　　　　　　③町内にある事業所に勤務する方
　　　　　　　　　④�①から③までに掲げる方のほか、パブリック・コメント手続きに係る計画案に利害

関係を有すると認められる方
●提 出 方 法　〇直接提出　役場２階総合政策課または計画案の配布場所（上記窓口）への書面提出
　　　　　　　　〇郵　　送　〒 990－0492　中山町大字長崎 120 番地　
　　　　　　　　　　　　　　中山町総合政策課まちづくり推進グループ　宛
　　　　　　　　〇Ｆ Ａ Ｘ　６６２－５１７６
　　　　　　　　〇町公式ホームページ内の入力フォーム（ひまわり直行便）への投稿
　　　　　　　　　https://www.town.nakayama.yamagata.jp/
　　　　　　　　※電話による意見は受け付けません。
●記 載 事 項　意見のほか、下記の事項を必ず記載してください。
　　　　　　　　◦�第６次中山町総合発展計画後期５か年基本計画（素案）、第３期中山町まち・ひと・

しごと創生総合戦略（素案）への意見であること。
　　　　　　　　◦氏名（法人・団体の場合は、その名称および代表者氏名）　◦住所　◦電話番号
　　　　　　　　　�意見書の書式は計画案の配布場所に用意しているほか、町公式ホームページに掲載

しています。意見書の書式は自由ですが、上記の記載事項を必ず記載してください。
●留 意 事 項　◦�意見を提出された方の氏名、住所および電話番号はご意見の内容に不明な点があった

場合などに使用するもので、パブリック・コメントの目的以外には使用せず、公表
しません。

　　　　　　　　◦�意見などに対する考え方、対応などの個別の回答はしません。ただし、意見など内容
の全部または一部とそれに対する町の考え方などを町公式ホームページで公表する
予定です。

※提出・お問い合わせ先　総合政策課まちづくり推進Ｇ　☎６６２－４２７１

第６次中山町総合発展計画後期５か年基本計画（素案）・第６次中山町総合発展計画後期５か年基本計画（素案）・
第３期中山町まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）に対する第３期中山町まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）に対する

パブリック・コメント（意見公募）を実施しますパブリック・コメント（意見公募）を実施します

詳細はこちら

入力フォームはこちら
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　農業委員会委員の欠員補充のため、候補者の推薦および応募の受け付けを下記のとおり行います。
●任　　期　令和８年４月１日（予定）～令和 10 年３月 31 日
●募集人員　１名
●主な職務　〇農地利用、転用に関する許認可の審査
　　　　　　〇農地パトロールを通じた遊休農地の発生防止および解消
　　　　　　〇農政に係る建議、情報の発信
　　　　　　〇毎月の農業委員会および各種会議などへの参加
●要　　件　下記の要件をすべて満たす方
　　　　　　〇�農業に関する識見があり、農地などの利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業

委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる方
　　　　　　〇下記のいずれにも該当しない方
　　　　　　　◦破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
　　　　　　　◦�拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることが

なくなるまでの方
　　　　　　　◦町が設置する他の附属機関などの委員である方
　　　　　　　◦町の職員である方
●公募方法　推薦および応募
　　　　　　推薦書または応募申出書は下記で配布しています。
　　　　　　①農業委員会事務局
　　　　　　②町公式ホームページからダウンロード
　　　　　　③郵送請求（下記宛先まで切手を貼った返信用封筒を同封してください）
●申込方法　�持参または郵送により提出してください（宛先：〒 990-0492　中山町農業委員会事務局

〔住所記載不要〕）
●募集期間　１月５日（月）～２月２日（月）（郵送の場合は必着）

※お申込み・お問い合わせ先　農業委員会事務局　☎６６２－４３６９

農業委員を公募します

中山町高齢者等雪害対策事業について中山町高齢者等雪害対策事業について
　業者などに居宅の雪下ろしおよび雪下ろしに伴う排雪作業並びに玄関から間口までの通り道の
除雪を委託した費用の一部を助成します。
●助成内容
　　業者などに雪下ろしなどを委託した費用の２分の１の額（上限 15,000 円）を助成します。
●対象　町内に住所があり、世帯全員が下記の要件のいずれかに該当する世帯。
　①雪下ろしなどを実施した年度内に満 65 歳以上になる
　②要介護認定３以上の認定を受けている
　③身体障害者手帳１級または２級を所持している
　④療育手帳Ａ判定を所持している
　⑤精神障害者保健福祉手帳１級を所持している
　※�生活保護受給世帯、同一宅地内または隣接地に上記要件に当てはまらない親族（３親等以内）

が居住している世帯は、対象となりません。
●対象物件　長期入院などを除き、現に居住している居宅
　※小屋、物置および作業小屋などの居宅以外の建物は対象となりません。
●申請方法
　�　業者などの領収書（発行者の住所・氏名・実施日および領収日の記載のあるもの）をお持ちの

うえ、健康福祉課福祉介護Ｇに申請してください。
※申請・お問い合わせ先　健康福祉課福祉介護Ｇ　☎６６２－２６７３
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資産の種類 資産の例（一部抜粋）
①構 　　築 　　物 舗装路面、広告塔、門、煙突、その他土地に定着する土木設備など

②機 械 お よ び 装 置 電気機械、印刷機械、コンベアー、加工修理などに使用する機械および装置
など

③船  　　　　　舶 各種の海上および水上運搬具、ボート、貨物船、客船など

④航 　　空 　　機 人または物を搭載して航空の用に供することができる機器、飛行機、
ヘリコプター、グライダーなど

⑤車両および運搬具 フォークリフトなどの特殊自動車など（自動車税、軽自動車税種別割の
課税対象となっているものは除く）

⑥工具、器具および備品 レジスター、応接セット、陳列ケース、テレビ、測定工具、ロッカーなど

固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく
　令和８年１月１日現在で町内に事業用の償却資産を所有している個人および法人の方は、地方税法
第383条（固定資産の申告）の規定により、償却資産について“申告”をする義務があります。
　町では償却資産を所有する方および町内の事業所などに、申告に係る書類一式を送付していますの
で、「申告の手引き」を参照のうえ、下記の申告期限までに必ず提出してください。
　なお、申告が必要な方で申告書が届かない場合など、申告についてご不明な点は、下記担当まで
ご連絡ください。

●申告期間　 １月５日（月）～２月２日（月）（期限厳守）
　期限間近は窓口が混み合いますので、１月16日（金）までの申告書提出にご協力ください。
　なお、郵送やeLTAX（電子申告）による申告も受け付けています。
※�eLTAXの詳しい内容や手続き方法については、eLTAXのホームページ（https://www.eltax.lta.

go.jp/）をご覧ください。

※申告書の提出・お問い合わせ先　　〒990-0492　東村山郡中山町大字長崎120番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　中山町役場　住民税務課税務G（役場１階５番窓口）（郵送可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　☎６６２－２１１２

▪�正当な理由がなく申告しなかった場合または虚偽の申告をした場合には、地方税法第385条、第
386条および中山町町税条例第75条の規定により懲役・罰金刑が科されることがあります。

▪�前年度まで申告している資産に異動がない場合や町内に資産がすでにない場合、事業の廃止や休止
の場合でも必ずその旨を申告してください。

●償却資産の種類と具体例
　下表の事業用資産は、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

取り壊し建物の届出をお忘れなく
　固定資産税の課税されている家屋について、令和７年中に取り壊した建物の確認をしています。
　建物を取り壊した際は、お早めに「取り壊し家屋届出書」をご提出ください（届出がないと翌年度
も課税される場合があります）。
　「取り壊し家屋届出書」は町公式ホームページからダウンロードできるほか、住民税務課税務Ｇ
で配布しています。
●�持ち物　本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）

※お問い合わせ先　住民税務課税務Ｇ　☎６６２－２１１２
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３．マイナンバーの記載を忘れずに！
　確定申告書などにはマイナンバーの記載が必要です。
　また、確定申告書などの提出の際は、申告者ご本人の「マイナンバーカード」または「マイナンバーを
確認できる書類（通知カードなど）と身元確認ができる書類（運転免許証など）」の提示または写しの添付が
必要です（ご自宅などから e-Tax で提出する場合は、不要です）。
※配偶者および扶養親族のマイナンバーの記入漏れにご注意ください。

確定申告のお知らせ
１．申告期限および納付期限
　申告と納税は期限内に！
　所得税及び復興特別所得税、贈与税…３月 16 日（月）まで
　個人事業者の消費税及び地方消費税…３月 31 日（火）まで
※納税はキャッシュレス納付が便利です！ キャッシュレス納付

について

２．確定申告は、ご自宅からスマホ、タブレットおよびパソコンで e-Taxをご利用ください！
　スマホ（またはパソコン）とマイナンバーカードを利用して、自宅から e-Tax で 24 時間申告する
ことができますので、ぜひご利用ください。
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」なら金額などを入力する
だけで自動計算で申告書を作成できます。
　また、マイナポータル連携を行うと給与所得の源泉徴収票（※）や生命保険料
控除などの情報が自動入力でき非常に便利です。
　令和６年分から贈与税の申告についてもスマホで申告書が作成できるように
なりました。
※自動入力の対象となるためには一定の要件があります。 確定申告書等

作成コーナー

４．申告書作成会場
　申告書作成会場を山形駅西口「山形テルサ」に開設します（税務署内には申告書作成会場を設置していま
せん）。
●期間 　２月 16 日（月）～３月 16 日（月）《土・日曜日、祝日を除く。ただし、３月１日（日）は開設します。》
※�申告書作成会場での相談を希望される方は、LINE によるオンライン事前予約を

お願いします。当日の相談受付は、相談枠に限りがありますので、オンライン
事前予約をぜひご利用ください。なお、LINE によるオンライン事前予約は、LINE
アプリで国税庁 LINE 公式アカウントの友だち追加が必要です。

※�申告書作成会場の駐車台数には限りがありますので、公共交通機関などをご利用
ください。また、会場の駐車場は有料です。

●時間　午前９時～午後４時
　　　　�会場ではご自身のスマホやタブレットを使用して申告書を作成していただきます。スマホ、タブレッ

トおよびマイナンバーカード（※）をお持ちの方は、ご持参ください。
　　　　�（※）マイナンバーカード発行時に設定した利用者証明用電子証明書（数字４桁）、署名用電子証明

書（英数字６～ 16 文字）のパスワードが必要です。電子証明書の有効期限が過ぎた場合、e-Tax
手続きなどがご利用いただけませんのでお早めに更新手続きをお願いします。

※お問い合わせ先　山形税務署　☎ 622-1611
　�　確定申告などに対する一般的な相談については、電話相談センターでお答えします（１月 16 日から３

月 16 日は、音声案内で０番を選択）。電話相談センターには、東北税理士会の会員税理士にも従事いた
だいています。

国税庁
LINE公式アカウント
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障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
の
交
付
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
▼
認
定
書
の
交
付
に
つ
い
て

　
　
…
健
康
福
祉
課
福
祉
介
護
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
４
５
６

　
▼
税
の
控
除
に
つ
い
て

　
　
…
住
民
税
務
課
税
務
G

☎
６
６
２
‐
２
１
１
２

　
65
歳
以
上
で
介
護
保
険
の
要
介
護
１
以
上

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
の
う
ち
、身
体
障

害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方

で
も
、障
が
い
者
ま
た
は
特
別
障
が
い
者
に

準
ず
る
者
と
し
て
町
が
発
行
す
る「
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書
」に
よ
り
所
得
税
お
よ

び
町
県
民
税
の
障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
令
和
７
年
12
月
31
日
現
在
で
障
害
者
控
除

対
象
者
に
該
当
す
る
方
へ
、１
月
中
旬
ま
で

に「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」を
送
付
し

ま
す
の
で
、確
定
申
告
な
ど
で
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。

※�

対
象
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
は
、健
康

福
祉
課
で
申
請
が
必
要
で
す
。

※�
介
護
認
定
の
変
更
な
ど
を
申
請
し
て
い
る

方
は
、送
付
時
期
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

お
む
つ
代
の

医
療
費
控
除
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て

　
…
健
康
福
祉
課
福
祉
介
護
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
４
５
６

▼
税
の
控
除
に
つ
い
て

　
…
住
民
税
務
課
税
務
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
１
１
２

　
確
定
申
告
な
ど
に
お
い
て
お
む
つ
代
を
医

療
費
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
、医
師
が

発
行
す
る「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」が
必
要
で

す
。

　
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
者
に
お
け
る
２

年
目
以
降
の
申
告
で
は
、医
師
が
発
行
す
る

「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」に
代
わ
っ
て
、町
が

発
行
す
る「
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
証
明

書
」を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の「
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
証
明
書
」

が
必
要
な
方
は
、健
康
福
祉
課
で
交
付
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

行
政
相
談
をご

利
用
く
だ
さ
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
広
報
課
庶
務
広
報
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

「
中
山
町
教
育
振
興
計
画
」（
素
案
）に

対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
意
見
公
募
）を
実
施
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
学
校
教
育
Ｇ

☎
６
６
２
‐
５
４
８
４

　

行
政
相
談
委
員
は
、総
務
大
臣
が
委
嘱
す

る
民
間
有
識
者
で
す
。皆
さ
ん
の
身
近
な
相

談
相
手
と
し
て
、行
政
に
関
す
る
苦
情
や
相

談
、要
望
な
ど
を
広
く
お
聴
き
し
、相
談
者
へ

の
助
言
や
関
係
行
政
機
関
に
対
す
る
通
知
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。相
談
は
無
料・
秘
密

厳
守
で
、予
約
は
不
要
で
す
の
で
当
日
会
場

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
１
月
14
日（
水
）午
前
10
時
～
正
午

●
場
所　
中
央
公
民
館
１
階　
第
１
研
修
室

●
相
談
委
員　
秋
葉
秀
出
男
氏

　
　
　
　
　
（
中
山
町
担
当
行
政
相
談
委
員
）

　

教
育
委
員
会
で
は
、こ
れ
か
ら
将
来
に
わ

た
っ
て
教
育
の
質
を
維
持
し
、子
ど
も
た
ち

が
持
続
可
能
な
社
会
の
創
り
手
と
な
っ
て
い

け
る
よ
う
教
育
環
境
を
整
備
し
、令
和
７
年

度
内
に「
中
山
町
教
育
振
興
計
画
」を
策
定
し

ま
す
。

　

こ
の
た
び「
中
山
町
教
育
振
興
計
画
」（
素

案
）を
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、町
民
の
皆
さ
ん

か
ら
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

●
期
間　
１
月
５
日（
月
）～
16
日（
金
）

●�

閲
覧
場
所　

役
場
１
階
総
合
窓
口
、中
央

公
民
館
窓
口
、保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
窓
口
、

町
立
図
書
館
ほ
ん
わ
館
窓
口
、総
合
体
育
館

窓
口
、町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
閲
覧
に
つ

い
て
は
、施
設
の
開
館
時
間
に
準
じ
ま
す
）

●�

意
見
の
提
出
方
法　
紙
面
ま
た
は
町
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
入
力
フ
ォ
ー
ム（
閲

覧
場
所
に
用
紙
お
よ
び
提
出
箱
を
設
置
し

母
子
保
健
事
業
の

有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
子
育
て
支
援
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
７
０
５

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

「
ひ
だ
ま
り
」を
開
催
し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
介
護
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
４
５
６

●�

活
動
内
容　

母
子
保
健
に
関
す
る
業
務

（
乳
幼
児
健
診
、訪
問
な
ど
）月
１
～
３
日

程
度

●
募
集
人
員　
若
干
名

●�

応
募
要
件　
左
記
い
ず
れ
か
の
資
格
を
持

つ
方

　
保
健
師
、助
産
師
、看
護
師
、保
育
士
な
ど

●�

申
込
方
法　
１
月
30
日（
金
）ま
で
に
電
話

ま
た
は
健
康
福
祉
課
窓
口
へ
お
越
し
の
う

え
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※�

活
動
内
容
の
詳
細
や
謝
金
な
ど
に
つ
い
て

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
１
月
29
日（
木
）　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

町公式
ホームページ

て
い
ま
す
）

※�

詳
し
く
は
町
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
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「
中
山
町
ス
ポ
ー
ツ
文
化
表
彰
」の

推
薦
を
受
け
付
け
ま
す

※
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

●�

対
象　
令
和
７
年
２
月
か
ら
令
和
８
年
１

月
末
ま
で
に
行
わ
れ
た
ス
ポ
ー
ツ・
文
化

活
動
で
、左
記
の
表
彰
区
分
に
該
当
す
る

方
【
表
彰
区
分
】

⑴�

殊
勲
賞
…
ス
ポ
ー
ツ
ま
た
は
芸
術
文
化
活

動
に
お
け
る
競
技
大
会
な
ど
で
優
秀
な
成

績
を
収
め
た
方

　
①
県
大
会
に
お
い
て
優
勝
し
た
方

　
②�

県
大
会
な
ど
の
予
選
を
通
過
し
、東
北

大
会
３
位
以
内
の
方

　
③�

そ
の
他
右
記
の
成
績
と
同
等
と
認
め
ら

れ
る
方

※�

大
会
の
主
催
者
な
ど
に
よ
っ
て
は
該
当
し

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳
細
は
町

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

⑵�

功
労
賞
…
ス
ポ
ー
ツ
ま
た
は
芸
術
文
化
活

動
の
普
及
振
興
に
多
大
な
業
績
を
あ
げ
、

そ
の
功
労
が
顕
著
な
方

⑶�

感
謝
状
…
町
ス
ポ
ー
ツ
ま
た
は
芸
術
文
化

活
動
に
普
及
振
興
に
物
心
両
面
に
わ
た
り

多
大
の
功
績
が
あ
っ
た
方

●�
推
薦
方
法　

所
定
の
推
薦
書
の
提
出（
自

薦
ま
た
は
他
薦
）。
推
薦
書
は
町
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た

は
中
央
公
民
館
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

●�

提
出
先　

教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ（
中
央
公

民
館
内
）ま
た
は
総
合
体
育
館

●
提
出
期
限　
２
月
１
日（
日
）

※�

対
象
者
が「
中
山
町
ス
ポ
ー
ツ
大
会
出
場

選
手
激
励
金
」の
交
付
を
受
け
て
い
る
場

合
、推
薦
書
の
提
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

【
表
彰
式
の
開
催
に
つ
い
て
】

　
表
彰
が
決
定
し
た
方
に
は
、３
月
20
日（
金・

祝
）に
開
催
予
定
の
ス
ポ
ー
ツ
文
化
表
彰
式

へ
の
ご
案
内
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、ご
確

認
く
だ
さ
い
。

県
営
住
宅
入
居
者
募
集
のご案

内

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
山
形
県
住
宅
供
給
公
社

村
山
地
域
管
理
事
務
所

☎
６
４
７
‐
０
７
８
１

●
募
集
す
る
住
宅

　
◇�

中
原
ア
パ
ー
ト
…
３
Ｄ
Ｋ・１
戸（
一
般

用・倍
率
優
遇
あ
り
）

　
◇�

長
崎
ア
パ
ー
ト
…
３
Ｄ
Ｋ・２
戸（
一
般

用・倍
率
優
遇
あ
り
、う
ち
一
戸
単
身　

可
）

●�

申
込
資
格　

現
に
同
居
し
、ま
た
は
同
居

し
よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
り（
単
身
可
を

除
く
）、所
得
が
公
営
住
宅
法
規
定
に
該
当

す
る
方（
県
外
在
住
の
方
も
申
し
込
み
可

能
で
す
）。

●�

受
付
期
間　
１
月
９
日（
金
）～
16
日（
金
）

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

●
必
要
書
類

　
・�県
営
住
宅
抽
選
申
込
書（
お
申
し
込
み
先

で
配
布
し
て
い
ま
す
）

　
・85
円
切
手
２
枚

山
形
県
み
ど
り
豊
か
な
森
林

環
境
づ
く
り
推
進
事
業
を

募
集
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課
農
業
振
興
Ｇ 

☎
６
６
２
‐
２
０
６
３

　
村
山
総
合
支
庁
産
業
経
済
部  

　
森
林
整
備
課
森
づ
く
り
推
進
室

☎
６
２
１
‐
８
２
４
８

　
や
ま
が
た
緑
環
境
税
を
活
用
し
て
支
援
を

行
う
、県
民
参
加
の
森
づ
く
り
活
動
を
募
集

し
ま
す
。

●
期
間　
１
月
23
日（
金
）ま
で

●�

支
援
す
る
活
動
内
容　

　
令
和
８
年
度
に
実
施
す
る
左
記
の
取
り
組
み

　
①
豊
か
な
森
づ
く
り
活
動

　
②
自
然
環
境
保
全
活
動

　
③
森
や
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
活
動

　
④
木
に
親
し
む
環
境
づ
く
り

●
上
限
額　
１
団
体
あ
た
り
50
万
円

●
対
象　
町
内
の
法
人・任
意
団
体

※�

応
募
方
法
な
ど
、詳
し
い
内
容
に
つ
い
て

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

事
業
の
実
施
は
、令
和
８
年
度
の
予
算
成

立
が
前
提
と
な
り
ま
す
。

●
場
所　
中
央
公
民
館
１
階　
第
１
研
修
室

●
内
容 

　
「
運
動
の
お
は
な
し（
作
業
療
法
士
講
話
）」

　

�　

有
酸
素
運
動
は
、生
活
習
慣
病
予
防
だ

け
で
な
く
、認
知
症
予
防
に
も
効
果
的
で

す
。運
動
に
つ
い
て
学
び
を
深
め
、簡
単

な
体
操
に
一
緒
に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん

か
？

●�

対
象　

認
知
症
の
方
や
ご
家
族
、認
知
症

に
関
心
の
あ
る
方
ど
な
た
で
も

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
締
切　
１
月
22
日（
木
）

※�

申
し
込
み
優
先
で
す
が
、飛
び
入
り
参
加

も
で
き
ま
す
。お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

推薦書はこちら
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心
配
ご
と
相
談
所
を開設

し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

ひ
ま
わ
り
荘
職
員
を募集

し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
中
山
ひ
ま
わ
り
荘

☎
６
６
２
‐
６
６
３
３

　

あ
な
た
の
お
悩
み
、心
配
ご
と
な
ど
を
相

談
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。民

生
委
員
、人
権
擁
護
委
員
な
ど
が
相
談
に
応

じ
ま
す
。ま
た
、お
仕
事・
ひ
き
こ
も
り
な
ど

の
相
談
に
、東
南
村
山
地
域
生
活
自
立
セ
ン

タ
ー
の
相
談
員
が
応
じ
ま
す
。

●
日
時　
１
月
14
日（
水
）　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　
２
階

※
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

①
入
浴
介
助
等
パ
ー
ト
職
員

●�

勤
務
時
間　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

30
分（
月・火・木・金
）

●�

業
務
内
容　

入
浴
介
助
、入
浴
準
備
そ
の

他
介
護
業
務
な
ど

②
食
事
介
助
等
パ
ー
ト
職
員

●
勤
務
時
間　
午
前
７
時
～
午
前
９
時
、

午
後
５
時
～
午
後
７
時

●�

業
務
内
容　

食
事
介
助
、食
事
準
備
そ
の

他
介
護
業
務
な
ど

【
①
～
②
共
通
事
項
】

●
雇
用
人
数　
若
干
名

●�

雇
用
期
間　
２
月
１
日（
日
）～
３
月
31
日

（
火
）　
※
年
度
毎
更
新
あ
り

●�

賃
金
等　
社
会
福
祉
法
人
中
山
福
祉
会
規

定
に
よ
る（
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
）。

●�

申
込
方
法　
履
歴
書（
写
真
添
付
）に
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
、１
月
30
日（
金
）ま

で
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。た
だ
し
、持

ち
込
み
の
場
合
は
土・日
曜
日
、祝
日
を
除

く
、午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分
の

時
間
帯
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●�
提
出
先　
〒
９
９
０
‐
０
４
０
６　
中
山

町
大
字
柳
沢
２
３
３
３　
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
中
山
ひ
ま
わ
り
荘

●�

選
考
方
法　

書
類
審
査
、面
接
試
験（
随

時
）

①
お
問
い
合
わ
せ
先　
②
と
き

③
と
こ
ろ　
④
内
容　
⑤
対
象
・
定
員

⑥
費
用　
⑦
申
込
方
法　
⑧
そ
の
他

●
●
●
そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●

【
ひ
き
こ
も
り
入
門
講
座＆

親
の
会
in
中
山
町
】

　

�

①
特
定
非
営
利
活
動
法
人Sisterhood

滝
口
克
典（
メ
ー
ルtakiguchika@

gm
ail.com

）　

②
１
月
９
日（
金
）、１

月
23
日（
金
）午
後
７
時
〜
９
時　

③
中

央
公
民
館
２
階　

第
１
会
議
室　

④
ひ

き
こ
も
り
理
解
入
門
講
座
と
ト
ー
ク
シ
ェ

ア
＆
親
の
会
を
開
催
し
ま
す
。ひ
き
こ

も
る
女
性
と
そ
の
ご
家
族
を
中
心
に
、広

く
関
係
者
や
支
援
者
、地
域
社
会
に
向
け

た
講
座
を
開
催
し
ま
す
。　

⑤
ど
な
た

で
も（
男
女
問
わ
ず
ご
参
加
い
た
だ
け
ま

す
）　
⑥
無
料　

⑦
専
用
サ
イ
ト
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い（https://form

s.
office.com

/r/
BG

eYxV
zcrG

）。

【
心
の
健
康
づ
く
り
講
演
会
の
ご
案
内
】

　

�

①
村
山
保
健
所
保
健
企
画
課
精
神
保
健

福
祉
担
当（
☎
６
２
７
‐
１
１
８
４
）　

②
１
月
30
日（
金
）午
後
３
時
～
４
時
30

分　
③
山
形
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

遊

学
館 

第
１
研
修
室　
④
村
山
保
健
所
で

は
摂
食
障
害
と
い
う
病
気
の
理
解
を
広

め
る
た
め
、心
の
健
康
づ
く
り
講
演
会
を

開
催
し
ま
す
。匿
名
で
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

参
加
も
可
能
で
す
。講
演「
摂
食
障
害
を

理
解
す
る
た
め
に
」、講
師 

山
形
大
学
医

学
部
精
神
医
学
講
座 

助
教 

佐
藤 

文
佳 

氏　

⑦
１
月
20
日（
火
）ま
で
に
①
ま
た

は
や
ま
が
た
e
申

請
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

申し込みはこちら申し込みはこちら

山形県の特定（産業別）最低賃金が改正されました！

※１「一般産業用機械・装置等製造業」、「電気機械器具等製造業」は略称での表記。
※２ �特定（産業別）最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者に適用され、山形県最低賃金を上回る額で

設定されている最低賃金です。
※３ 自動車整備業については、令和７年12月23日から山形県最低賃金1,032円が適用されます。
※お問い合わせ先　山形労働局労働基準部賃金室（☎６２４－８２２４）または最寄りの労働基準監督署

特定（産業別）最低賃金 最低賃金額 効力発生日
一般産業用機械・装置等製造業

時間額
1,070円

令和７年12月23日電気機械器具等製造業 1,055円
自動車・同附属品製造業 1,070円
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●募集職種　事務職員
●募集人数　若干名
●任用期間　４月１日～令和９年３月 31 日　※再度任用する場合があります。
●業務内容　書類整理、文書作成、窓口業務、検針業務など
●勤務時間　月～金曜日　午前９時～午後４時（内休憩 60 分）
　※土・日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～１月３日）は休み（緊急時などは時間外勤務あり）
●勤務場所　最上川中部水道企業団事務所（長崎 4848）
●給 料 額　月額 152,825 円（ほか条件により通勤手当、期末・勤勉手当等を支給）
●応募要件　パソコン操作が可能な方
●選考方法　書類選考、面接試験 (面接の日時などは後日、本人に郵送で通知します）
　※勤務時間、給料額が所定の要件を満たす場合は各種保健に加入していただきます。
●申込書類の受付期間および提出先
　受付期間：１月 30 日（金）まで
　提出先：〇直接申し込む場合は、企業団業務課庶務係へ提出してください。
　　　　　　※受付時間：午前８時 30 分～午後５時（土・日曜日、祝日は受け付けできません）
　　　　 〇�郵送する場合は、封筒の表に「最上川中部水道企業団会計年度任用職員申込書在中」と朱書きの

うえ、郵送してください（１月 30 日必着）
　　　　　　　※宛先：〒 990-0401　東村山郡中山町大字長崎 4848
　　　　　　　　　　　　　　　　　  最上川中部水道企業団業務課庶務係
●提出書類：「任用申込書」および「履歴書」
　　　　　　※�申込書と履歴書は企業団窓口で配布しているほか、企業団ホームページから印刷すること

ができます（「履歴書」は市販のものでも構いません）。なお、提出された申込書はお返しで
きませんので、あらかじめご了承ください。

※お申込み・お問い合わせ先

最上川中部水道企業団会計年度任用職員を募集します最上川中部水道企業団会計年度任用職員を募集します
＊＊＊＊ 令和８年度 ＊＊＊＊　＊＊＊＊ 令和８年度 ＊＊＊＊　

最上川中部水道企業団業務課庶務係　☎６６２-２１６３（音声ガイダンス３番）
ホームページ https://www.mogamigawa-suido.jp

海の「事件・事故」は「１１８番」 ！
１月１８日は「１１８番の日」です！

　海上保安庁では、緊急通報用電話番号「118 番」を運用しており、毎年１月 18 日
を「118 番の日」と定めています。海難や密輸・密航などの海上犯罪に迅速に対応す
るため、海の「事件・事故」は「118 番」に通報をお願いします。

※お問い合わせ先　酒田海上保安部　☎０２３４－２２－１８３１
　　　　　　　　　ホームページhttps://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/sakata/

　下記の日程でスマホよろず相談所を開設します。スマートフォンで分からないこと、
お悩みなど、お気軽にご相談ください。
１
月
の
開
催
予
定

●期日　７日（水）・９日（金）・14 日（水）・16 日（金）・19 日（月）
　　　　23 日（金）・26 日（月）・30 日（金）
●時間　午後１時～２時　●場所　旧情報・物産館　まるっと
●講師　ピースデザイン工房　髙橋　圭哉氏　　☎ 070－8903－8141

※お問い合わせ先　総務広報課庶務広報Ｇ　☎６６２－２２２３

スマホよろず相談所を開催しますスマホよろず相談所を開催します
無料

予約
不要
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保健カレンダー ※保健事業に関するお問い合わせ先
健康福祉課　健康づくりＧ　☎662‒2836
健康福祉課　子育て支援Ｇ　☎662‒2705

事 業 名 日　時 場 所 対　象　者　等
定 期 健 康 相 談
（健康づくりＧ）

1/13（火）
10：30～11：30

保健福祉
センター
検診ホール

生活習慣病予防、健康診査に関する相談を行います。

１歳６か月児健診
（子育て支援Ｇ）

1/14（水）
受付時間は個別
通知でお知らせ
します

令和６年４月～６月生まれのお子さんと前回欠席の
お子さん
●持ち物　�母子手帳、問診票、「健やか親子21」

質問票、交換用おむつ、バスタオル　

パ パ マ マ 教 室
（子育て支援Ｇ）

１/15（木）
個別通知で

お知らせします

保健福祉
センター
２階会議室

令和８年４月～６月に出産予定の方（配偶者も一緒に
参加できます）
転入などで個別通知がなかった方は至急ご連絡ください。
●持ち物　母子手帳、筆記用具

こころの健康相談
【 予 約 制 】
（健康づくりＧ）

１/17（土）
午前中

保健福祉
センター
検診ホール

ストレスや不安など、こころに関しての悩みや心
配ごとについて、本人またはそのご家族の相談を
行います。希望する方は１月９日（金）までに電話
で申し込んでください。

母子手帳交付について
母子健康手帳交付は予約制です。子育て支援Gへお電話でお問い合わせください。
●受付時間　午前９時～午後４時（土・日曜日、祝日を除く）
●所要時間　30分～１時間程度　●場　　所　保健福祉センター　
●持 ち 物　医師が記入した妊娠届出書、マイナンバーカード、妊婦さん名義の通帳のコピー（口座番号のページ）
乳幼児等定期予防接種の申し込みについて
●町内医療機関で接種を希望する場合は、直接医療機関に申込票を提出してください。
●�町外医療機関希望の場合は健康づくりＧに申込票をお届けください（接種券を郵送しますので、

届いたら医療機関に予約を入れてください）。
※転入などで申込票をお持ちでない場合は、健康づくりGへお問い合わせください。

１月の日曜当番医　午前９時～正午

※日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町2-9-39 ☎635-9955）も利用できます。

１月11日 安藤医院 ☎662－5580 １月25日 秋葉医院 ☎663－1000

募集種目 募集資格 受付期間 一次試験

自衛官候補生
（任期制自衛官コース） 18 歳以上 33 歳未満

第７回自衛官候補生
～１月８日（木）

Web試験
１月 16 日（金）～

１月 18 日（日）
口述試験・身体検査

１月 25 日（日）

第８回自衛官候補生
１月９日（金）～

２月５日（木）

Web試験
２月 13 日（金）～

２月 15 日（日）
口述試験・身体検査

２月 21 日（土）

自衛官等を募集します自衛官等を募集します

※お問い合わせ先　　自衛隊山形募集案内所　☎６３４－３４３９
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1 木
元日

■中山町民交通安全行動の日
■町有施設休み（４日まで）
■ごみ収集休み（４日まで）

2 金
3 土
4 日 □ほんわ館新春福袋

●いきいきクラス（総合体育館）

5 月
□ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
■新春を祝う会
■�固定資産税（第３期）、国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料（第６期）納期限

6 火 ★お話と遊びの会
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

7 水 ●いきいきクラス（総合体育館）
□長崎小学校・中山中学校始業式

8 木 □豊田小学校始業式
★赤ちゃんとママの日

9 金
10土
11日 ■町消防団出初式

●いきいきクラス（総合体育館）

12月 成人の日

13火
□ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
◆定期健康相談
★発育測定と保健師の話
●るんるん・はつらつクラス（中央公民館）

14水
■行政相談　■初市
○心配ごと相談所
◆１歳６か月児健診
●いきいきクラス（総合体育館）

15木 ■中山町民交通安全行動の日
◆パパママ教室
★１歳・２歳さんの日

16金
17土 □ほんわ館おはなし会

◆こころの健康相談
★子育て支援センター開館日

18日 ●いきいきクラス（総合体育館）

19月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
○ひまわり温泉ゆ・ら・ら休館日
★子育て支援センター休館日

20火 ★お話と遊びの会
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

21水 ★ふれあい広場（作ってみようの日）
●いきいきクラス（総合体育館）

22木 ★育児講座「わらべうたで遊ぼう」

23金
24土
25日 ●いきいきクラス（総合体育館）

26月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日

27火 ◆定期健康相談　◆育児相談
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

28水 〇法律相談　◆乳児健診
★ふれあい広場（誕生会）
●いきいきクラス（総合体育館）

29木
30金
31土

令和８年 睦月／2026.January

その他のごみ収集日

町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Gへ （TEL 662-2112）

■…町関係　□…教育委員会関係　◆…保健関係　★…子育て支援センター関係
●…なかやま健幸くらぶ関係　○…その他
　　　…スマホよろず相談所（旧情報・物産館○

まる

っとにて午後１時～２時、予約不要）

※行事や日曜当番医は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、それぞれ素材ごとに分別しましょう。
【１月 12日（月）は祝日ですが、通常どおりごみの収集をします。】

まちのカレンダー

地　　　　区　　　　名 ペットボトル もやせるごみ ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

１月 ９日(金)
１月23日(金) 月・木曜日 火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

１月12日(月)
１月26日(月) 火・金曜日 木曜日

秋葉医院
663-1000
9時～12時

安藤医院
662-5580
9時～12時

※リチウムイオン電池は｢水銀含有ごみ｣へ！　※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！

スマホ

1月
粗大ごみ

（申込制）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋立てごみ

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類スマホ

スマホ

スマホ

スマホ

スマホ

スマホ

スマホ

スマホ


